
平成１８年度
敬老優待乗車証の申請

心
身
・
精
神
障
が
い
者
の

交
通
費
助
成
制
度
の
手
続
き

現
在
の
①
自
動
車
燃
料
助
成
券

②
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
③
福
祉

乗
車
証
の
有
効
期
限
は
３
月
３１
日

�
で
す
。
①
②
は
２
月
２２
日
�
、

③
は
３
月
１
日
�
か
ら
該
当
す
る

窓
口
で
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

持
ち
物
旧
乗
車
証
、
印
鑑
、
各
種

手
帳
。
①
を
申
請
す
る
方
は
車
検

証
（
写
し
可
）。

�
心
身
障
が
い
の
あ
る
方
�

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
へ
。

対
象
①
②＝

次
の
手
帳
を
お
持
ち

の
方
。
�
身
体
障
害
者
手
帳
１
、

２
級
�
戦
傷
病
者
手
帳
特
別
項
症

〜
第
３
項
症
に
該
当
�
療
育
手
帳

Ａ
�
療
育
手
帳
Ｂ
か
つ
身
体
障
害

者
手
帳
３
級
。
た
だ
し
、
�
�
は

視
覚
、
下
肢
、
体
幹
、
内
部
障
が

い
に
限
る
。

�＝

�
�
�
�
の
手
帳
を
お
持
ち

の
方
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

�
精
神
障
が
い
の
あ
る
方
�

３
月
ま
で
は
区
の
保
健
セ
ン
タ

ー
、
４
月
以
降
は
区
役
所
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
へ（
３
級
の
方

は
４
月
３
日
�
か
ら
受
け
付
け
。

現
在
の
助
成
カ
ー
ド
を
使
い
終
え

て
か
ら
申
請
）。

対
象
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

を
お
持
ち
の
方
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）
の
地
域

保
健
課
（
東
区
は
（
７１１
）３
２
１

１
、
南
区
は
（
５８１
）５
２
１
１
）

障
が
い
の
あ
る
方
の
補
装
具
な

ど
の
自
己
負
担
額
改
正

市
民
税
非
課
税
世
帯
（
生
活
保

護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
を
除

く
）
で
障
が
い
の
あ
る
１８
歳
以
上

の
方
が
、
補
装
具
・
日
常
生
活
用

具
・
フ
ァ
ク
ス
な
ど
の
給
付
を
受

け
た
場
合
、
月
額
千
１００
円
の
自
己

負
担
金
が
掛
か
る
よ
う
に
変
更
と

な
り
ま
し
た
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

児
童
手
当
・
特
例
給
付

２
月
期
（
１０
月
〜
１
月
）
分
の

手
当
は
２
月
１３
日
�
に
指
定
の
金

融
機
関
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
該

当
す
る
方
（
小
学
校
第
３
学
年
修

了
前
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
、

所
得
が
一
定
額
未
満
）
で
、
ま
だ

申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、
早
急

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
認

定
さ
れ
た
場
合
、
申
請
し
た
翌
月

分
か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
特
例
給
付
受
給
者
の
方

で
年
金
の
加
入
状
況
に
変
更
（
退

職
、
転
職
�
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、

受
給
資
格
が
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
さ

か
の
ぼ
っ
て
手
当
を
お
返
し
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
手
続
き
を

�
児
童
扶
養
手
当
�

	
離
婚


未
婚
�
父
親
が
死
亡

・
重
度
障
が
い
者
・
生
死
不
明
・

拘
禁
・
児
童
遺
棄
の
状
態
で
、
父

親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い

児
童
（
１８
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童
か
２０
歳
未
満

の
心
身
障
が
い
児
）
を
養
育
し
て

い
る
母
親
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
。

た
だ
し
、
所
得
が
限
度
額
以
上
の

方
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

�
特
別
児
童
扶
養
手
当
�

２０
歳
未
満
の
重
度
ま
た
は
中
度

の
心
身
障
が
い
児
を
養
育
し
て
い

る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

所
得
が
限
度
額
以
上
の
方
は
支
給

が
停
止
さ
れ
ま
す
。

※
両
手
当
と
も
、
受
給
要
件
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
届
け

出
が
必
要
で
す
。
届
け
出
が
遅
れ

る
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
を
お
返

７０
歳
以
上
の
市
民
が
、
バ
ス
、

地
下
鉄
な
ど
の
公
共
交
通
機
関

を
優
待
料
金
で
利
用
で
き
る
敬

老
優
待
乗
車
証
。
交
付
の
対
象

と
な
る
方
へ
、
２
月
上
旬
に
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
希

望
者
は
必
要
事
項
を
記
入
し
て

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
同
封
の
「
お
知
ら
せ
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
２
月
１５
日
�（
必
着
）。

交
付
対
象
者
平
成
１７
年
１２
月
３１

日
時
点
で
札
幌
市
に
住
民
登
録

が
あ
り
、
現
在
も
引
き
続
き
居

住
し
て
い
る
方
で
、生
年
月
日
が

昭
和
１１
年
１０
月
１
日
以
前
の
方
。

利
用
可
能
額
１
万
円
〜
５
万
円

（
１
万
円
ご
と
）。
そ
れ
ぞ
れ
千

円
〜
１
万
円
の
利
用
者
納
入
金

の
負
担
が
必
要
。

利
用
で
き
る
交
通
機
関
乗
車
カ

ー
ド＝

市
電
、
地
下
鉄
、
ジ
ェ

イ
・
ア
ー
ル
北
海
道
バ
ス
、
じ

ょ
う
て
つ
バ
ス
、
中
央
バ
ス
。

乗
車
券＝

ば
ん
け
い
バ
ス
、
夕

鉄
バ
ス
。

※
乗
車
カ
ー
ド
と
乗
車
券
を
組

み
合
わ
せ
て
申
請
で
き
ま
す
。

詳
細

市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
２２２
）４
８
９
４
か
区
役
所（
１

�
）
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

■治療費の助成
対象特定不妊治療（体外受精および顕微授精）以外では妊娠
の見込みが極めて少ないと診断された法律上の夫婦で、一
定の要件を満たす方。詳しくはお問い合わせを。
助成内容１年度当たり１０万円を上限に、治療費の２分の１
を２年間助成。
申請方法対象となる治療費を支払った日の翌日から６０日以
内に、不妊専門相談センター（中央区南３西１１中央保健セ
ンター内）へ。
■相談
いずれも不妊専門相談センターで実施しています。
〈専門相談～面談〉
医師・カウンセラーが、不妊症の診断や治療方法などの
専門分野について相談。
申込希望日の１週間前までに同センターへ 。予約制。
〈一般相談～面談、電話〉
専任の保健師などが、不妊の悩み、治療費助成などにつ
いて相談。
利用方法不妊専門相談センターへ 、直接。
詳細不妊専門相談センター ５１１‐４５００

不妊治療費の助成・相談
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① 行事名（希望する日時・曜日・会場・コースなども） ② 住所（郵便番号も） ③ 氏名（ふりがな） ④ 年齢
⑤ 電話番号（ファクスの方はファクス番号、メールの方はＥメールアドレスも） ⑥ 学校名・学年（児童・生徒のみ）
⑦ 返信先（往復はがきの場合）

22000066――��――広広報報ささっっぽぽろろ

申し込み時の必要事項


